
昭
和
三
十
九
年
通
商
産
業
省
令
第
百
五
十
九
号

日
本
電
気
計
器
検
定
所
の
検
定
等
を
行
う
者
の
資

格
を
定
め
る
省
令

日
本
電
気
計
器
検
定
所
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

五
十
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本

電
気
計
器
検
定
所
の
検
定
を
行
な
う
者
の
資
格
を
定
め
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

日
本
電
気
計
器
検
定
所
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第

百
五
十
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
、
旧
大
学
令

（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
若

し
く
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十

一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
電
気
、
物
理
若
し

く
は
機
械
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
当

該
学
科
を
修
め
て
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課

程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
電
気
事
業
法
（
昭

和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項

第
一
号
の
第
一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
若
し
く
は
同

項
第
二
号
の
第
二
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者
（
同
法
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
第

一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
又
は
第
二
種
電
気
主
任
技

術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
と
み
な
さ
れ
た
も

の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
電
気
計
器
の
試
験
の
実
務

に
一
年
以
上
従
事
し
た
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
旧
中
等
学

校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等

学
校
に
お
い
て
電
気
、
物
理
若
し
く
は
機
械
に
関
す
る

学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
電
気
事
業
法
第
四
十

四
条
第
一
項
第
三
号
の
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
同
法
附
則
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け

て
い
る
者
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、

電
気
計
器
の
試
験
の
実
務
に
二
年
以
上
従
事
し
た
者

三
　
電
気
計
器
の
試
験
の
実
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
六
月
一
五
日
通
商
産
業

省
令
第
五
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
年
七
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
二
月
一
三
日
通
商
産
業

省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
二
一
日
通
商
産
業

省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
一
日
通
商
産
業
省

令
第
一
〇
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
七
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
七
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産

業
省
令
第
三
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
七
日
経
済
産
業
省

令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
一
〇
日
経
済
産
業
省

令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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